
林地保全に配慮した取組みを推進します
昨年６月に閣議決定された新たな森林・林業基本計画に基づき、国有林野においては林地保全に配慮
した施業を推進します。

関東森林管理局においても、以下のとおり取組みを実施しますので、各署等の入札公告を熟覧の上、
入札への参加をお願いいたします。

１．立木販売の場合

２．製品生産事業の場合

買 受 者

森林管理署等

契約時 契約後 伐採・搬出 完了時

林地保全に配慮した
内容を盛り込んだ特
約条項を附して契約
の締結 事業計画書の承認

事業計画書・チェック
リストの提出

特約条項を遵守した
伐採・搬出作業の実施

承認後
着手

伐採・搬出中又は
完了時に林地保全
上問題があると認
められた場合は必
要な処置を実施

請 負 者

森林管理署等

契約時 契約後 伐採・搬出 完了時

林地保全に配慮した
内容を盛り込んだ特
記仕様書を附して契
約の締結 事業計画書の承認

事業計画書の提出
特記仕様書を遵守
した事業の実施

承認後
着手

巡視による確認

事業実行中又は完
了時に林地保全上
問題があると認め
られた場合は必要
な処置を実施

監督職員に
よる確認


